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全体総括

「骨太方針2022」を踏まえて新たな施策の盛り込みや全体構成の見直しを行って新たな「改革工程表
2022」案を取りまとめ。様々な分野でのＤＸやＥＢＰＭの推進、事業の性質に応じた基金の活用、関係府省
庁の連携によるマイナンバーの利活用の拡大等は確実に前進。新たに拡充を図ることとされている政策分野
（防衛、ＧＸ、こども政策）のＰＤＣＡ構築に着手。経済・財政一体改革に係る取組の約８割は着実な実施を
確認（※）。ＫＰＩ等の目標との結びつきの強化が重要。

一人当たり介護の地域差縮減や国保の法定外繰入等の額の縮小は進展したものの、一人当たり医療費の地域差縮減は進
捗が見られないことを踏まえ、保険者協議会の連携強化などを行い、医療資源の投入量に地域差がある医療について、
地域ごとに都道府県、医療関係者、保険者などが把握・検討し、これを踏まえて必要な適正化に向けた取組を進める。
また、新たな課題として「医療・介護分野のＤＸ」の一層の推進を図ることが必要。

社会保障

文教・科学技術分野においては、ＧＩＧＡスクール構想について、義務教育段階の児童生徒１人１台端末整備
の実現などＩＣＴ環境整備は進展したが、利活用の日常化に向けた一層の取組が必要。若手研究者への経済的
支援は進みつつあるが、研究時間の確保に向けた重点的な取組が必要。

文教
科学技術

地方行財政分野等においては、自治体等における業務・経営改革や見える化、広域化・共同化、デジタル化等
により、自治体の歳出効率化に向けた取組は進展している一方、地方創生臨時交付金事業の見える化や自治体
業務の効率化等について一層の取組が必要。

地方行財政
改革等

社会資本整備等分野においては、ＰＰＰ／ＰＦＩの事業規模目標を前倒しで上回ったことを始め、全体的にＫ
ＰＩ値の上昇がみられる一方、インフラ維持管理における予防保全型の老朽化対策や新技術の導入促進、不動
産ＩＤの活用等の総合的な推進、ＰＰＰ／ＰＦＩの更なる推進等について一層の取組が必要。

社会資本
整備等

※骨太方針2018に基づく基盤強化期間（2019-2021年度）が終了したことを踏まえ、取組等の進捗を評価（工程化した569項目）。



〇教育の質の向上：ＧＩＧＡスクール構想の更なる推進に向け、１人１台端末の利活用状況や次世代校務ＤＸ等
に関するＫＰＩを設定。その際、学校における働き方改革の観点からも、教師の勤務実態等を踏まえた適切な
ＫＰＩを検討する。教育未来創造会議第一次提言等を踏まえ、デジタル・グリーン等の成長分野への大学・高
専の学部再編等促進や、給付型奨学金等の中間層への対象拡大及び大学院における授業料を卒業後に所得に応
じて支払う柔軟な納付（出世払い）の仕組みの創設等に取り組む。コロナ後のグローバル社会を見据えた人へ
の投資に向けて、戦略的な留学生の受入れ・派遣を推進。

〇科学技術立国の実現：大学ファンドについて、引き続き運用面のリスク管理を含めた体制整備とともに、支援
対象大学における合議体設置によるガバナンス変更等を行い、世界に伍する大学に向けた経営改革の実現につ
なげる。我が国全体の研究力向上のためには、特定分野で世界に伍していく等、多様な研究大学群の形成が重
要であることを踏まえ、「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」についてＫＰＩを検討する。研
究時間の確保について主な阻害要因が大学運営業務等であることを踏まえ、学内事務等の割合をＫＰＩに設定
し検討を重点化することで、研究に専念できる環境の整備を加速させる。コロナ禍で停滞した国際頭脳循環の
活性化を目指し、世界を舞台に戦う優秀な若手研究者の育成を含む国際共同研究等を推進。研究力の多角的な
評価・分析に向け、①科学研究力（論文、サイエンスマップ等）、②研究環境（研究時間、ダイバーシティ
等）、③イノベーション創造関連(産学連携等)の観点から新たな指標群の開発を進める。

※次期教育振興基本計画及び次期文化芸術推進基本計画を見据えた所要の見直しを行った上で、翌年度において更なる改定を予定。

【政策目標】
① 教育政策における外部資源の活用、ＰＤＣＡの徹底、ＤＸの推進等による、学習環境の格差防止、
次代を担う人材育成のための取組の質の向上（国際比較による水準の維持・向上等）

② 官民をあげた研究開発の推進、Society5.0やイノベーション・エコシステムの構築等による、科学技
術立国の実現（国際比較による研究水準の維持・向上、大学の国際競争力の強化等）

③ スポーツ・文化の価値を将来の投資に活用・好循環させることによる当該分野及び経済社会の発展

文教・科学技術



文教・科学技術 １．少子化の進展を踏まえた予算の効率化と教育の質の向上 
 
政策目標 
教育政策における外部資源の活用やＰＤＣＡサイクルの徹底、デジタル化の推進、改革の取組や教育成果に応じた財政支援のメリハリ付けの強化等により、

少子化の進展や厳しい財政状況等の中でも、学習環境の格差が生じることを防ぎ、次代を担う人材育成の取組の質を向上させる。 
・ＯＥＣＤ・ＰＩＳＡ調査等の各種調査における水準の維持・向上 
※科学リテラシー等、読解力、数学リテラシーなど、世界トップレベルの維持・向上（PISA(2015, 2018)︓科学リテラシー(１位, 2位)、読解力(6位, 11 
位)、数学リテラシー(1位, 1位)） 

※知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等の資質・能力の調和がとれた個人を育成 

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○業務改善の方針等を策定して
いる政令市・市区町村の割合 
※（政令市） 
【2025年度までに 100%】 
※（市区町村） 
【2025年度までに 100%】 

 
○業務改善状況を定量的に把握
している都道府県・政令市・市区
町村の割合 
※（都道府県） 
【2025年度までに 100%】 
※（政令市） 
【2025年度までに 100%】 
※（市区町村） 
【2025年度までに 100%】 

○少子化の進展（児童生徒数、
学級数の減少等）及び小規模化
した学校の規模適正化の動向、学
校の課題（いじめ・不登校、校内
暴力、外国人児童生徒、障害のあ
る児童生徒、子供の貧困等）に関
する客観的なデータ、教育政策に関
する実証研究の結果等を踏まえた
予算の裏付けのある公立小中学校
の教職員定数の中期見通しの策定
状況を踏まえた都道府県・政令市
の方針策定計画割合 
【2025年度までに 100%】 
 

１．教育政策の実証研究を推進するとともに、同実証研究の進展等を踏まえた教職員定数の中
期見通しの策定 

ａ．公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法
律の一部を改正する法律の附則規定に基づき、少人数学級の効果等
に関する実証研究を推進。 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 

ｂ．学校における働き方改革の取組の効果等を測り、教師に関する勤務環
境について検討を進めるため、公立小中学校の教職員の勤務実態につ
いて、2022年度に実施した調査に係る分析を実施。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

ｃ．公立小中学校の教職員定数の中期見通しを踏まえた都道府県・指定
都市の方針策定計画についてフォローアップ。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

○業務改善の方針等を策定して
いる政令市・市区町村の割合【再
掲】 

 
○業務改善状況を定量的に把握
している都道府県・政令市・市区
町村の割合【再掲】 
 

○教員業務支援員を配置している
市町村の割合 
【2025年度までに 100％】 
 
○部活動について、部活動指導員
をはじめとした外部人材の参画を図
っている市町村の割合 
【2022年度までに 70%】 

 

2-1．学校における働き方改革 

（支援スタッフの活用等によるチームとしての学校の推進） 
ａ．支援スタッフ配置実績等を踏まえ、更なる適正配置方策の検討及び促

進。  
《所管省庁：文部科学省》 

→   

ｂ．部活動改革について、部活動指導員の配置等、地域の実情に応じた総
合的な取組を講ずる。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○学校事務の共同実施を実施して
いる市町村の割合 
【2025年度までに 75%】 

（学校事務の共同実施） 
ｃ．学校事務の共同実施状況等を踏まえ、必要に応じて支援を行いつつ自

治体の取組を推進。 
《所管省庁：文部科学省》 

→   

○業務改善の方針等を策定して
いる政令市・市区町村の割合【再
掲】 

 
○業務改善状況を定量的に把握
している都道府県・政令市・市区
町村の割合【再掲】 
 
○教師の ICT活用指導力の向上 
・授業に ICT を活用して指導する
能力 
【2023年度までに 100%】 
 
・児童生徒の ICT活用を指導する
能力 
【2023年度までに 100%】 
 
〇１人１台端末を授業で活用し
ている学校の割合 
【2023 年度までに週３日以上活
用を 90%】 
 
〇ICT を活用した校務効率化の
取組状況 
【ICT を活用した校務の効率化の
優良事例を十分に取り入れている
学校の割合を 2023 年度までに
50％】 
※校務のデジタル化に関する実証
研究や教師の勤務実態等を踏ま
え、KPI を検討。 

○学習者用コンピュータの整備状況 
【義務教育段階の児童生徒１人１
台端末水準を維持】 
 
○無線LAN又は移動通信システム
（LTE 等）によりインターネット接続
を行う普通教室の割合 
【2023年度までに 100%】 
 
○学習者用デジタル教科書の整備
状況 
【2025年度までに義務教育段階の
学校において 100％】 
 
○情報通信技術支援員（ICT 支
援員）の活用状況 
【2024 年度までに 4 校に 1 人程
度】 
 
○ICT 活用指導力に関する研修を
受講した教員の割合 
【2023年度までに 100%】 
 
 
〇校務支援システムの導入等により
校務 DX を推進する自治体の割合 
【2025年度までに 100％】 

2-2． 教育の情報化の加速 

（学校 ICT環境の整備） 
ａ．市町村ごとの整備状況や活用状況等を調査・公表。学校のネットワークや指

導者用端末など地域による ICT 環境に差が生じないよう、自治体における
ICT 環境整備に係る計画策定・実施を推進。（2026 年度以降も継続的
に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 
 

→ → → 

ｂ．義務教育段階において、１人１台端末環境を維持しつつ、学校のみな
らず、家庭においても十分に活用できる環境の実現を目指し、事業を実
施する自治体に対し、国として継続的に財源を確保し、必要な支援を講
ずる。（2026年度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 
 

→ → → 

ｃ．文部科学省 CBT システム（MEXCBT：メクビット）の機能拡充等を
行うとともに、全国学力・学習状況調査の CBT 化に向けた取組を推
進。（2026年度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 
 

→ → → 

(デジタル教科書の普及促進) 
ｄ．2024 年度からの教科書改訂に合わせた本格的な導入に向けて、2022

年 10 月の中央教育審議会における報告等を踏まえ、デジタル教科書の
円滑かつ効果的な活用のための環境面及び指導面の課題の対応等、
必要な措置を講じる。 

《所管省庁：文部科学省》 

→   
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

 
○ICT 機器の活用による児童生
徒の変容等の情報活用能力に関
する指標の設定 
※「情報活用能力調査」(2021
年度中実施) を踏まえ検討 
 
※その他 GIGA スクール構想のエ
ビデンス整備に関する研究会にお
いて引き続き検討し、KPIを設定。 
 
 

ｅ．学校現場におけるデジタル教科書の普及促進を図るための実証事業等
を実施。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

ｆ．実証事業や報告書を踏まえ、必要な措置を講じる。 
《所管省庁：文部科学省》 → →  

（情報活用能力の育成） 
ｇ．情報活用能力を育成するために、ICT を活用した好事例等を発信。 
《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

（遠隔・オンライン教育の推進） 
ｈ．中学校の遠隔教育特例校等における成果検証・運用改善を図るととも

に、好事例やノウハウを各種会議や有識者等を活用して発信。 
《所管省庁：文部科学省》 

→   

ｉ．病気療養や不登校、感染症や災害の発生などといった要因により、やむ
を得ず学校に登校できない児童生徒を含めた全ての子供たちの学びを保
障し充実する手段として、高等学校段階を含む各教育段階における遠
隔・オンライン教育の更なる活用・推進に向け、実証研究等を進め、その
結果も踏まえて必要な措置を講ずる。 

《所管省庁：文部科学省》 

→   

（学校の指導体制等の充実） 
ｊ．高校「情報」の免許状を有する教員の配置等を促すためのモデルの開

発・周知及び配置の促進。 
《所管省庁：文部科学省》 

→   

ｋ．さらなる情報通信技術支援員（ICT支援員）の配置を促進。 
《所管省庁：文部科学省》 → → → 

ｌ．研修の充実等、学校の ICT 環境の現状・課題を踏まえた関係者の専
門性を高める取組を推進。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

ｍ．特別免許状・特別非常勤講師制度の活用による、各学校における積極
的な外部人材の活用を促進。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

（ICT活用による校務改善等） 
ｎ．政府のデジタル化の方針等も踏まえ、投資の重複排除やシステム全体の

統一性にも留意しながら、標準化・クラウド化も見据えつつ、自治体の取
組状況を把握し、ICT による校務改善を推進。 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

○業務改善の方針等を策定して
いる政令市・市区町村の割合【再
掲】 

 
○業務改善状況を定量的に把握
している都道府県・政令市・市区
町村の割合【再掲】 
 

 
○学校施設の長寿命化計画（個
別施設計画）を策定している自治
体の割合 
【2022年度末までに 100%】 
 
 

３．学校施設における長寿命化計画の策定によるメンテナンスサイクルの確立 

（各自治体における公立学校施設のメンテナンスサイクルを確立し、耐久性や
機能の向上を計画的に実行するための施設計画（長寿命化計画）の策
定） 

ａ．長寿命化計画の策定率 100％を達成（未策定の自治体は公表）す
るとともに、交付金の事業申請は計画策定を前提とすることにより、計画
に基づく施設整備の推進を促す。 

《所管省庁：文部科学省》 
 

→   

ｂ．整備方針等の変更があれば長寿命化計画を適宜見直すよう各自治体
に促し、計画に基づく施設整備を推進。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

○業務改善の方針等を策定して
いる政令市・市区町村の割合【再
掲】 
 
○業務改善状況を定量的に把握
している都道府県・政令市・市区
町村の割合【再掲】 
 

○コミュニティ・スクールを導入してい
る高等学校の割合 
【2024年度までに 50％】 
 
○公立高等学校において、地域 
課題に係る学習の取組の推進方針
を教育振興基本計画の中に位置づ
けている設置者の割合 
【2024年度までに 100%】 

 

４．地域社会との連携をはじめとした、高等学校教育改革のＰＤＣＡサイクルと「見える化」の推
進 

ａ．コミュニティ・スクールの導入促進や、2019 年から実施してきた「地域との
協働による高等学校教育改革推進事業」の成果を横展開しながら、
2022 年度から設置が可能となる地域社会に関する学びに重点的に取り
組む学科等の設置を予定している学校の取組を推進するなど、各高等
学校における地域社会の関係機関との連携・協働を促進。（2026 年
度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

ｂ．「マイスター・ハイスクール事業」の実施と成果の横展開等により、専門高
校において、地域の産業界等との連携・協働による実践的な職業教育を
推進。（2026年度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 
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政策目標 
教育政策における外部資源の活用やＰＤＣＡサイクルの徹底、デジタル化の推進、改革の取組や教育成果に応じた財政支援のメリハリ付けの強化等により、

少子化の進展や厳しい財政状況等の中でも、学習環境の格差が生じることを防ぎ、次代を担う人材育成の取組の質を向上させる。 
・教育の質の向上 
 ○就職を希望する大学等卒業者の就職率の向上 ※2018年度実績︓97.7%→毎年度︓前年度実績を上回る 
 ○大学卒業者の就職・進学等率の向上 ※2017年度実績︓92.2％→毎年度︓前年度実績を上回る 
 ○学部の壁を越えた充実した教育課程の構築を行う大学の割合の向上 ※2016年度実績︓37.3%→毎年度︓前年度実績を上回る 
・被引用回数トップ 10％論文数の割合の増加 (現状値 2018-20年:8.2%) 
・企業等からの大学・公的研究機関への投資額※2025年度までに、大学・国立研究開発法人等への投資（共同研究受入額）を３倍増→「第６期科学技

術・イノベーション基本計画」による目標値は 2025年度までに、対 2018年度比で約７割増加（2018年度実績︓884億円、2025年度目標値︓1,467
億円） 

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○国立大学法人の寄附金収入増加  
【2021 年度から 2025 年度まで
に、年平均 5％の増加】 
 
○研究大学における、35～39歳の
大学本務教員数に占めるテニュア教
員及びテニュアトラック教員の割合 
【2025年度までに、2019年におけ
る割合の１割増以上】 
 
○研究大学の研究生産性（インプ
ットに対する論文数等）の向上 
【客観・共通指標における運営費交
付金等コスト当たり TOP10％論文
数について、加重平均が前年度より
増加】 
 
 
 
 

○運営費交付金の客観・共通指標
の実績を学内の戦略的な予算配分
に活用する国立大学の割合 
【毎年度、前年度の実績を上回る】 
 
○「評価による無用な負担が軽減さ
れた」と回答した大学の割合 （目
標） 
【2026年度までに 80%】 

 
○各種イベント等に参加した生徒、
教員及び保護者の数 
【―】 

５－１．教育研究の質的改善に向けて、複数併存・重複する大学評価制度の関係整理、効率
化、客観的指標に基づく、厳格な第三者による相対的かつメリハリのある評価への改善、大
学への財政支援のメリハリ付けを強化し、頑張る大学の後押し 

（大学の改革インセンティブにつながる国立大学法人運営費交付金の配分
及び大学評価制度の改善） 

ａ．外部資金獲得実績や若手研究者比率、運営費交付金等コスト当た
り TOP10％論文、卒業・修了者の就職・進学等の状況、大学院も含
めた教育改革の取組状況など、成果にかかる客観・共通指標により実
績状況を相対的に把握し、これに基づき配分。（2027年度まで） 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

ｂ．学問分野毎の特性を反映した教育・研究の成果にかかる客観・共通
指標により評価を実施。（2027年度まで） 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 

ｃ．関係審議会での審議を踏まえ、認証評価制度に係る必要な制度改
正等を検討。 

《所管省庁：文部科学省》 
→ →  
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

 
 
 
 
 
 
 
○大学（学部）の理工系の学生
に占める女性の割合 
【前年度以上】 

 

（大学の連携・統合等、外部人材の理事登用促進による大学の経営力強
化） 

ｄ．意欲的な改革に取り組む私立大学の後押しとなるよう、連携・統合等
に関する事例収集・周知等を進める等、経営力の向上に向けた必要な
支援を実施。 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

（理工系学部における女子学生の割合向上） 
ｅ．女子生徒等の適切な理系分野への進路選択を促進するため、大学等

による多様なロールモデルの提示、女子生徒を対象とした出前授業、教
員に対する情報提供などの取組を引き続き支援。（2026 年度以降も
継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

（成長分野への大学・高専の学部再編促進等） 
ｆ．デジタル・グリーン等の成長分野への再編計画等を 2032 年度までに区

切って集中的に受け付け、大学・高専の迅速な学部再編等を促進す
る。（2026年度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

○国立大学法人の寄附金収入増
加【再掲】 
【2021 年度から 2025 年度まで
に、年平均 5％の増加】 
 
○研究大学における、35～39歳の
大学本務教員数に占めるテニュア教
員及びテニュアトラック教員の割合
【再掲】 
【2025年度までに、2019年におけ
る割合の１割増以上】 
 
○研究大学の研究生産性（インプ
ットに対する論文数等）の向上 
【再掲】 
【客観・共通指標における運営費交
付金等コスト当たり TOP10％論文
数について、加重平均が前年度より
増加】 

○監事を常勤化した国立大学法人
の割合 
【2026年度までに 100%】 
 
○経営判断への活用に向けて、決
算情報と教育研究等の成果実績
等の比較分析を実施する国立大学
の割合 
【毎年度、前年度実績を上回る】 
 
○中長期的に目指すべき理想の年
代構成を定め実績とともに公表する
国立大学の割合 
【毎年度、前年度実績を上回る】 

５－２．国立大学改革の加速 

ａ．ガバナンス体制の改善、会計制度・会計基準の改善、人事給与マネジ
メント改革の推進等の国立大学改革を進める。（2027年度まで） 

《所管省庁：文部科学省》 
 
 

→ → → 
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○リカレント教育の社会人受講者数
のほか、その教育効果や社会への影
響を評価できる指標を開発する。 
【2023年度中に設定】 

 

○大学等における、主に社会人を
対象としたプログラム提供割合 
【増加】 
 
○実務家教員を育成するための大
学等における研修プログラムの修了
者数【増加】 
 
○社会人の学びのポータルサイト「マ
ナパス」に掲載されている大学・専修
学校等の社会人向けプログラム数
【増加】 
 
〇学びに関する情報アクセスに課題
を抱える社会人の割合 
【減少】 

５－３．リカレント教育の推進 

ａ．大学等を活用した産学連携による実践的・専門的な教育プログラムの
開発・拡充を行う。（2026年度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 

ｂ．リカレント教育を支える専門人材（実務家教員）の育成を行う。 
《所管省庁：文部科学省》 →   

ｃ．リカレント教育推進のための学習基盤の整備（社会人の学びのポータ
ルサイトの充実等）を行う。（2026年度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 

○定員充足率 80％未満で赤字経
営となっている大学について 
①学生一人当たり経常費補助額が
全大学平均を下回る水準へ引き下
げ 
※定員充足率 80％未満かつ赤字
経営 
大学における学生一人当たり平均： 
2021年度：155千円 
（全大学平均：136千円） 
 
②学生一人当たり経常費補助額が
全大学平均を上回る大学数の減少 

 

○一般補助における教育の質に応
じたメリハリの強化の状況 
※2022年度予算：▲6%～＋6% 
(※2018年度予算：▲2%～＋2%) 
【―】 
 
○赤字経営、定員割れ大学への減
額ルールの設定・実施の効果 
※入学定員充足率 90％未満の私
立大学の割合 
【2023年度までに 13.1%】 
 
※情報の公表状況により私学助成
の減額となる大学数 
【2023年度までに 18校】 

 
 
 
 

６．私立大学等経常費補助の、教育の質に応じたメリハリ付け、教育の質が確保されず定員割
れとなっている大学や赤字経営の大学等への助成停止等も含めた減額の強化 

 
ａ．2019 年度に行ったメリハリある配分強化（定員未充足に対する調整

係数の強化及び教育の質に係る客観的指標の強化、特別補助の交
付要件見直し等）の成果を踏まえ、引き続きメリハリある配分を実施。 

《所管省庁：文部科学省》 
 

→   

ｂ．私学助成に係る調査研究結果や私学助成の配分の実態等を踏まえ、
教育の質保証や経営力強化に向けたメリハリある配分を引き続き検
討。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○高等教育の修学支援新制度の
支援対象学生の就職・進学率の状
況 
【―】 
※高等教育の修学支援新制度は
2020 年度開始のため、同制度を
利用して進学した支援対象学生が
初めて就職する 2024 年に調査を
実施し、目標値を設定 

 

○高等教育の修学支援新制度の
支援対象学生の GPA（平均成
績）等の状況 
【（目標）前年度の支援対象学生
のうち、GPA 等下位 1/4 の割合：
25％を下回る】 

 
○住民税非課税世帯の大学等へ
の進学率の状況 
【（目標）住民税非課税世帯の大
学等への進学率：前年度実績以
上】 
※引き続き検証を行い、必要に応じ
て KPI を更新 

７．学生への修学支援の重点的・効率的な実施 

ａ．大学等での勉学が就職や起業等の職業に結びつき、支援対象学生が
大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになること
を目指し、高等教育の修学支援新制度を引き続き実施。 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 

ｂ．高等教育の修学支援新制度の成果や実施状況の検証を行い、機関
要件の厳格化を図りつつ、負担軽減の必要性の高い多子世帯や理工
農系の学生等の中間層へ対象を拡大する。 

 
ｃ．ライフイベント等もふまえ柔軟に奨学金を返還できるよう減額返還制度

を見直すとともに、在学中は授業料を徴収せずに卒業（修了）後の所
得に応じて納付を可能とする新たな制度を大学院段階において創設す
る。 

《所管省庁：文部科学省》 
 

→ 
 
 
 
 
 
→ 
 
 

→ 
 
 
 
 
 
→ 
 
 

→ 
 
 
 
 
 
→ 
 
 

〇留学生交流に関する状況 
※次期教育振興基本計画、教育未
来創造会議等における検討状況を
踏まえ、指標等を検討。 

〇留学生交流の推進に係る取組の状況 
※次期教育振興基本計画、教育
未来創造会議等における検討状況
を踏まえ、指標等を検討。 

8．国際的な学生交流の推進 

ａ．高等学校段階からの海外経験・留学支援に係る取組の促進や学位を
取得する長期留学、大学間交流協定等に基づく短期留学の支援など
を推進するとともに、若者の海外留学を官民協働で後押しする「トビタ
テ︕留学 JAPAN」を発展的に推進する。 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

ｂ．戦略的な外国人留学生の受入れの推進を図るため、外国人留学生に
対する奨学金等の経済的支援、企業等と連携した国内就職支援等
の受入れ環境の整備を推進する。  

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 
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政策目標 
教育政策における外部資源の活用やＰＤＣＡサイクルの徹底、デジタル化の推進、改革の取組や教育成果に応じた財政支援のメリハリ付けの強化等により、

少子化の進展や厳しい財政状況等の中でも、学習環境の格差が生じることを防ぎ、次代を担う人材育成の取組の質を向上させる。 
・地方自治体の点検・評価（地教行法第 26条に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価）の結果を政策立案または予算要求・査

定の際に参照している割合 ※2020年度︓都道府県︓83.0%、指定都市︓85.0%、市区町村︓70.7%→2024年度︓100％ 
・全国学生調査や大学自らで実施した学生調査の結果をＰＤＣＡサイクルに組み込み、教育内容等の改善に向けた取組に活用している大学の割合 

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○地方自治体の点検・評価（地
教行法第 26 条に基づく教育に関
する事務の管理及び執行の状況
の点検及び評価）において、定量
的指標を盛り込んでいる割合 
【2024年度までに 100%】 
 
〇全国学生調査や大学自らで実
施した学生調査の結果を評価・検
証している大学の割合 
【2022年度までに 100%】 

○全国学力・学習状況調査に関す
るデータの研究者等への貸与件数 
【2025年度までに 25件】 
 
○調査データの二次利用件数 
【2025年度までに 340件】 
 
○全国学生調査に参加又は大学
自らで学生調査を実施している大
学の割合 
【2022年度までに 100%】 
 
○中学校卒業段階の英語力
CEFR A1 相当以上、高校卒業段
階の英語力 CEFR A2相当以上の
割合 
【2022 年度までに中・高ともに
50%以上】 

９．ライフステージを通じた教育政策全体について、エビデンスに基づく実効性あるＰＤＣＡサイク
ルを確立 

（教育政策全体の取組の効果検証や分析等を通じた EBPM の加速） 
ａ．次期教育振興基本計画の策定を通じて、教育政策の評価・改善を進

めるなど、実効性ある PDCA サイクルを構築。 
《所管省庁：文部科学省》 
 

→ → → 

ｂ．学習指導要領におけるアクティブ・ラーニングや GIGA スクール構想等の
効果検証・分析を進め、新たな評価手法の確立、対面とオンラインの最
適な組み合わせ、個別最適な学びや協働的な学びの実現、成果・課題
の見える化等を推進。 

《所管省庁：文部科学省》 

→   

ｃ．次期教育振興基本計画（2023 年度～）への活用等を目指し、文部
科学省実施調査、教育関連のデータの標準化や利活用方策の検討・
実施、データベースの構築・整備等を推進。（2026 年度以降も継続的
に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

ｄ．１人１台環境も踏まえつつ、学力等に関してパネルデータとしての活用の
あり方について検討を行う。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

ｅ．全国学力・学習状況調査に関して、国によるデータ貸与の取組をより一
層周知するとともに、自治体における取組も促進。 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

ｆ．これまでに実施した全国学生調査の結果を有識者会議において分析し、
本格調査の設計に取り組み、2024年度に本格的な調査を実施。 

《所管省庁：文部科学省》 
→ →  

ｇ．地方公共団体の取組状況を把握しつつ、コンソーシアムでの取組をはじ
めとする国の取組の情報提供等、必要な支援により取組を一層推進。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

ｈ．英語力向上に関する調査の分析結果を自治体や教育関係者に共有。 
《所管省庁：文部科学省》 →   

ｉ．自治体の取組状況を把握しつつ有効事例の共有等、自治体の取組を
一層推進。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

ｊ．児童生徒の「情報活用能力」を把握するため、2024年度に情報活用能
力調査を実施。 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 

ｋ．調査結果を取りまとめ、今後の施策に活用。        
《所管省庁：文部科学省》 → → → 



文教・科学技術 ２．イノベーションによる歳出効率化等 

10 

政策目標 
科学技術・イノベーション政策においてエビデンスに基づく政策立案等を図りながら、官民をあげて研究開発等を推進することで、国民の生活の質の向上等に貢

献する形で、Society5.0 やイノベーション・エコシステムの構築等の実現を目指し、「科学技術立国」の実現につなげる。 
・世界経済フォーラム世界競争力項目別ランキング「イノベーション力」の順位の維持・向上（2019年度は第７位） 
※評価指標の変更により、順位が変動する可能性がありうる 
・被引用回数トップ 10％論文数の割合の増加 (現状値 2018-20年:8.2%) 
・企業等からの大学・公的研究機関への投資額 
※2025年度までに、大学・国立研究開発法人等への投資（共同研究受入額）を３倍増→「第６期科学技術・イノベーション基本計画」による目標値は 
2025年度までに、対 2018年度比で約７割増加（2018年度実績︓884億円、2025年度目標値︓1,467億円） 

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○エビデンスに基づく政策立案等を通
じた科学技術・イノベーション政策の推
進による成果の創出 
※官民の研究開発投資の総額 
【2025年度まで 5年間で：約 120
兆円】 
 
※企業価値または時価総額が 10億
ドル以上となる未上場ベンチャー企業
または上場ベンチャー企業創出数 
【2025年度までに 50社】 
 
※研究力の多角的な評価・分析のた
め、以下の３つの観点から新たな指
標群を開発中。 
①科学研究力（論文、サイエンスマップ等） 
②研究環境（研究時間、ダイバーシティ等）  
③イノベーション創造関連(産学連携等) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○エビデンスシステム（e-CSTI）の
分析結果の活用 
【政策議論の場での分析内容の活
用回数：年間 12 回（2020・
2021年度実績の平均値）以上】 

１０．科学技術分野においてもエビデンス構築、コスト・効果を含めた見える化、EBPM 化を
含め予算の質の向上を図る。 

ａ．エビデンスシステム（e-CSTI）を継続的に機能拡充することで、効
果的な科学技術・イノベーション政策の立案を推進。（2026 年度以
降も継続的に実施） 

《所管省庁：内閣府》 
 
 
 
 

→ → → 
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○エビデンスに基づく政策立案等を通
じた科学技術・イノベーション政策の推
進による成果の創出【再掲】 
  

○大学等における民間企業からの共
同研究の受入額 
【2025年度までに 2018年度比 7
割増】 
※2018年度：884億円 
 
○SIP におけるマッチングファンド率 
※2020 年度の中間評価時点です
でにマッチングファンド率 50%以上で
あった課題に加えて、その後、マッチン
グファンド方式が適用され、マッチング
ファンド率が 50%以上となった課題
を含む（2021 年度、2022 年
度）。 
ただし、大学、国立研究開発法人
等公的研究試験機関及びスタート
アップ企業において実施する研究開
発を除く。 
※次期 SIP の制度設計に関する検
討を踏まえて、上記に反映予定。 
 
○PRISM における民間からの資金
等（人・物・資金）の受入状況 
【民間資金の受入を国費の約４分
の１以上】 

１１．国民の生活の質の向上、歳出効率化を通じた国民負担の軽減に向け、官民を挙げて
SDGs等の社会的課題解決に資する研究開発を推進 

（戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）） 
ａ．「次期 SIP制度設計等に係る有識者検討会議」においてマッチングフ

ァンドも含めた制度設計を検討し、2022 年度中に運用指針等に反
映を行う。当該運用指針等に基づき、2023 年度から開始の次期
SIP の各課題においてマッチングファンドを推進する。（2027 年度ま
で） 

※SIP におけるマッチングファンドとは、SIP の研究開発・実証等に参画する
民間企業等の人的・物的貢献を金額的に評価するもの。マッチングフ
ァンド率＝民間貢献額/（国からの委託費+民間貢献額）  

 
《所管省庁：内閣府》 

→ → → 

（官民研究開発投資拡大プログラム（ＰＲＩＳＭ）） 
ｂ．2020 年度の中間評価、2022 年 11 月に決定した「今後の PRISM

のあり方に係る見直し方針」を踏まえ、事業の改善をはかりながら着
実に推進。（2027年度まで） 

《所管省庁：内閣府》 

→ → → 

○エビデンスに基づく政策立案等を通
じた科学技術・イノベーション政策の推
進による成果の創出【再掲】 
  

○次世代放射光施設の整備に係る
プロジェクトの進捗率 
【2023年度までに 100%】 
 
 
 

１２．大型研究施設の整備及び最大限の産学官共用を図る 

（大型研究施設の整備及び産学官共用の促進） 
ａ．次世代放射光施設について、官民地域パートナーシップによる役割

分担に基づき、2023 年度中の運用開始を目指し、整備を着実に進
める。 

《所管省庁：文部科学省》 

→   



文教・科学技術 ２．イノベーションによる歳出効率化等 

12 

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○大型研究施設の産学官共用が
推進されるよう、毎年度安定的に利
用時間を確保 
【2023年度までに共用システムを構
築した研究組織数を 130 にする】 

ｂ．世界最先端の大型研究施設の整備及び最大限の産学官共用を着
実に実施。（2026年度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 
 
 

→ → → 

（大学等の研究設備・機器等の共用） 
ｃ．大学等・研究機関全体の「統括部局」の機能を強化し、研究設備・

機器群を戦略的に導入・更新・共用する仕組み（コアファシリティ）
を構築。（2026年度以降も継続的に実施） 

《所管省庁：文部科学省》 
 
 

→ → → 

○エビデンスに基づく政策立案等を通
じた科学技術・イノベーション政策の推
進による成果の創出【再掲】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○大学等における民間企業からの共
同研究の受入額【再掲】 
 
〇40歳未満の大学本務教員の数 
【2025 年までに 1 割増加（2019
年度 41,072人）】 

 
〇大学等教員の職務に占める学内
事務等の割合 
【2025 年度までに半減（2017 
年度時点、18％）】 

 
〇ＳＢＩＲ制度に基づくスタートアッ
プ等への支援 
【2025年度までに 570億円】 
 
 
 

 

１３．経済財政諮問会議と科学技術関連司令塔の連携強化により、第６期科学技術・イノ
ベーション基本計画の着実な推進を図り、「科学技術立国」の実現を目指す 

ａ．STEAM 人材育成施策を実施するとともに、「研究力強化・若手研
究者支援総合パッケージ」に基づいた、博士後期課程学生への経済
的支援の充実や若手研究者が研究に専念できる環境の確保等の
支援策に取り組む。 

《所管省庁：内閣府》 

→ → → 

ｂ．スタートアップ・エコシステム拠点都市への支援や新しい日本版 SBIR
制度の促進など、スタートアップ創出・成長の支援等、イノベーション・
エコシステムの形成に向けた取組の推進。 

《所管省庁：内閣府》 
→ → → 

ｃ．総合科学技術・イノベーション会議評価専門調査会において、基本
計画の進捗状況を適切に把握する。あわせて、エビデンスに基づく政
策立案等を図りながら、2022 年中に新たな指標の開発を行う。開発
した指標をモニタリングし、我が国の研究力の多角的な分析を行い、
若手研究者の支援など具体的な施策の検討につなげる。 

《所管省庁：内閣府》 

→ → → 
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

 
 
 
 
 
 
 

※国際卓越研究大学の選定結果
等を踏まえて、指標等を検討。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「地域中核・特色ある研究大学
総合振興パッケージ」について、科学
技術・学術審議会大学研究力強化
委員会の議論や補正予算の状況等
を踏まえて、指標等を検討。 
 

 
※国際頭脳循環に関する調査等を
踏まえて、指標等を検討。 

ｄ．世界最高水準の研究大学の実現に向け、2021 年度末から運用を
開始した大学ファンドの運用益から支援を行うため、2023 年度より段
階的に支援対象大学を審査し、合議体の設置等のガバナンス変更
を行った上で、2024 年度以降に支援を開始する。また、国際卓越研
究大学から規制緩和等を提案する機会を設けるなど、双方向型のコ
ミュニケーションを行う環境を整備する。運用にあたっては、リスク管理
体制を含めた体制整備を継続的に進める。（2026 年度以降も継
続的に実施） 

 
《所管省庁：内閣府、文部科学省》 

→ → → 

ｅ．日本の研究力底上げのため、地域の中核大学や特定分野の強みを
持つ大学が自身の強みや特色を十分に発揮し、社会変革を牽引す
ることを目指し、2022 年 2 月に策定した「地域中核・特色ある研究
大学総合振興パッケージ」に基づいた支援を着実に推進するととも
に、当該パッケージを順次改定する。 

《所管省庁：内閣府、文部科学省》 

→   

ｆ. 若手研究者の派遣・受入れといった研究交流を推進するとともに、国
内外の優秀な研究者や、次世代の研究者が、日本で研究をしたいと
思えるような、国際頭脳循環のハブとなる世界トップレベル研究拠点
形成を推進する 。さらに、国際科学トップサークルへの参画を促進し
つつ、我が国の次世代のトップ研究者を育成するため、国際共同研
究を推進する。 

《所管省庁：内閣府、文部科学省》 

→ → → 
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政策目標 
東京オリンピック・パラリンピック大会のレガシーを継承し、全ての国民が気軽にスポーツできる環境を整備し、スポーツの価値を実感できる社会を実現するととも

に、民間資金等の一層の活用により、スポーツの成長産業化・地域スポーツの普及・発展を図る。 
・スポーツ実施率の向上【成人や障害者の週１回以上のスポーツ実施率︓2026年度に 70％、40％程度（2021年度︓成人 56.4％、障害者

31.0％）】 
・企業等からスポーツ機関への投資額 ※スポーツの市場規模【2025年までに 15兆円】 

 

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

〇スポーツを通じた健康増進への貢献 
【成人の１回30分以上の運動を週２回
以上、1年以上継続して実施する割合の
増加】 
※2019年度： 
 (20 歳～64 歳) 男性 23.5%/女性
16.9% 
 (65 歳以上 ) 男性 41.9%./女性
33.9% 
 
〇スポーツ市場規模の拡大 
【2025年までに 15兆円】 
※2018年：約 9兆円 
 

〇身近なスポーツ環境の整備 
 幼児期から大人、障害者等も含めて多
様な主体が参加できる総合型地域スポー
ツクラブ等の整備状況 
【2026年度までに、全都道府県で登録・
認証制度の運用開始】 
※2022 年度：登録制度は開始、認証
制度については未開始 
 
〇スポーツを通じた健康増進 
「Sport in Life」コンソーシアムにおけるス
ポーツを通じた健康増進に係る取組状況
【2026年度までに 3000団体が加盟】 
※2021 年度（9 月末時点）：2,034
団体 
  
〇スポーツ・健康まちづくりに取り組む自治 
 体の状況 
【2026年度までに 40%】 
※2021年度：15.6% 
※スポーツによる地域の経済活性化や住
民の健康増進等のまちづくり施策に総合
的に取り組み、その推進体制を構築した
自治体数の増加を促進 

14．民間資金も活用した官民一体となったスポーツ施策の推進 

（ポストコロナのスポーツ政策） 
ａ．2022～2026 年度の第 3 期スポーツ基本計画のもと、デジタ

ル技術の活用や新たな付加価値の創出の観点も含め、多
様な主体のスポーツ機会を創出し、スポーツ参画人口の拡大
を図るとともに、スポーツを通じた健康増進や地方創生の推
進、スポーツの成長産業化による市場規模の拡大に向けた
取組を推進。（2026年度まで） 

《所管省庁：文部科学省》 
 

→ → → 

（持続可能な地域スポーツ環境の一体的な整備） 
ｂ．少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツ

に継続して親しむことができる機会を確保するため、2023 年
度以降の休日の運動部活動の段階的な地域移行と地域ス
ポーツ環境の一体的な整備に向けた取組を推進する。
（2026年度以降も継続的に実施） 

ｃ．総合型地域スポーツクラブの設置の促進や、登録基準を具
備していると認められるクラブを登録クラブとして認定する制度
や規定のタイプ（「介護予防」、「子育て支援」等）別の認
証基準を具備していると認められるクラブを認証する制度を構
築し、その推進を図る。（2026年度まで） 

《所管省庁：文部科学省》 
 

→ → → 
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

 
〇まちづくりや地域活性化の優れた拠点と
して選定されたスタジアム・アリーナ数 
【2025年までに 20拠点】 
※2020年度：9拠点 

（スポーツを通じた健康増進） 
ｄ．自治体や企業等における住民や従業員のスポーツ実施の機

運醸成に向けて、「Sport in Life」コンソーシアムにおける普
及・啓発の取組など、大学等との連携によるスポーツを通じた
健康増進に係るエビデンスの収集・発信を推進。（2026 年
度まで） 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

（スポーツを通じた地方創生の推進） 
ｅ．スポーツによる住民の健康増進や地域の経済活性化等の、

スポーツ・健康まちづくりの取組増加に向けて、自治体の意識
改革を促進。（2026年度まで） 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

（スポーツ施設の運用における民間活力導入の推進） 
ｆ．スポーツ施設の運用における民間の資金・ ノウハウを活用し

た PPP/PFI の取組を先進事例の提供により推進。（2026
年度まで） 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

（スタジアム・アリーナ改革や新ビジネス創出を通じたスポーツの成      
長産業化の推進） 

ｇ．民間活力の導入による施設単体の収益向上を図るととも
に、スタジアムやアリーナを拠点とした賑わいの創出や地域活
性化などの経済の好循環に繋がる取組を推進。 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

ｈ．ガイドブック等の普及や先進事例の形成及び KPI 対象施設
の選定・先進事例の拡大。スタジアム等の効果検証・手法の
普及。 

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 

ｉ．新ビジネスの創出に向けた DX の推進やオープンイノベーショ
ンを推進するプラットフォーム構築を支援。   

《所管省庁：文部科学省》 
→ → → 
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政策目標 
文化の経済的価値等を活用した財源を将来の投資に活用・好循環させることにより、文化の価値を当該分野の振興のみならず経済・社会の発展に活用する。 
・2025年の文化の市場規模︓18兆円（GDP比３％程度） 

 

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

○国民の文化活動への寄付活動を行う割合 
【2018-20 年度の平均：5.2％→上
昇】 

 
○国立美術館・博物館の寄付金受入額 
【2019-21 年度の平均: 国立美術館・
国立文化財機構の受入額合計約15億
円→増加】 
 
○文化の市場規模 
【2025 年までに 18 兆円（ＧＤＰ比
３％程度）に拡大】 
 
※2022年度中の策定を目指している第
２期文化芸術推進基本計画等を踏ま
え、改革工程表 2023において KPIを更
新 
 

○国立美術館・博物館の自己収入の増加  
【毎年度、前年度実績を上回る】 
 
○文化施設の入場者数・利用者数の増加  
【2017年度：約 1.4億人→増加】 
 
○アート市場規模の拡大 
【2027年までに世界市場の７％に拡大】 
 
※2022 年度中の策定を目指している第
２期文化芸術推進基本計画等を踏ま
え、改革工程表 2023 において KPI を更
新 
 

１5．民間資金を活用した文化施策の推進 

（民間資金等による文化財の保存・活用の推進） 
ａ．文化財所有者等が、必要に応じて有識者の知見も活用しつ

つ、企業の先端技術を駆使した民間資金等による文化財活
用方策を検討・実施。 

《所管省庁：文部科学省》 

→   

（国立美術館・博物館の機能強化） 
ｂ．民間企業と連携した取組や先端技術を活用したコンテンツの

充実、データの活用等を推進し、経営面等における国立美
術館等の機能強化に努める。 

《所管省庁：文部科学省》 

→ → → 

ｃ．国立博物館等の取組を参考にしつつ、地域の特性を踏まえ
ながら公立博物館等の自立した取組を促進するとともに、好
事例を発信。 

《所管省庁：文部科学省》 
→   

（アート市場の活性化） 
ｄ．日本におけるアートの活性化に資する取組を推進するととも

に、好事例を発信。 
《所管省庁：文部科学省》 

→   

（簡素で一元的な権利処理方策の実現） 
ｅ．DX 時代に対応するため、コンテンツの利用に関する多数の

権利者の許諾について、簡素で一元的に権利処理できるよ
うな制度を検討し、2023 年通常国会での関連法案の提出
を図る等の所要の措置を講ずる。 

《所管省庁：文部科学省》 

→   
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工程（取組・所管府省、実施時期） 23 24 25 

（ポストコロナの文化政策） 
ｆ．2022 年度中の策定を目指している第２期文化芸術推進

基本計画と合わせて、ポストコロナ時代にふさわしい新たな
KPI の設定や取組を検討・実施。（2022年度内） 

《所管省庁：文部科学省》 

→   
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